
大通寺 

北幼稚園 

長浜八幡宮 

長浜赤十字病院 

曳山博物館 
黒壁ガラス館 

長浜図書館 

長浜駅 

長浜鉄道スクエア 

慶雲館 

長浜市役所 

大通寺 

北幼稚園 

長浜八幡宮 

長浜赤十字病院 

曳山博物館 

まちなか居住推進重点区域 
中心市街地活性化基本計画区域 
まちなか居住推進重点区域 
中心市街地活性化基本計画区域 

黒壁ガラス館 

長浜図書館 

長浜駅 

長浜鉄道スクエア 

慶雲館 

長浜市役所 
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まちなかで住宅を取得する人を応援します
■問長浜駅周辺まちなか活性化室(7６５－６５４５)

右図のまちなか居住推進重点区域内で、
市内本店業者と工事請負契約を締結し、
住宅を新築する場合や空き家を活用する
場合に建築費用や改修費用の一部を助成
します。
助成金の交付要件や申請方法(工事着工

前)など、詳しくは担当室まで問合せくだ
さい。

制度１　まちなか住宅建築等助成金
まちなかで、自らが居住する個人住宅

を新築等する場合
■限度額 60万円(助成率５％) 
表①の要件に該当する場合は、それぞ
れの額を加算し、最大280万円助成。

制度２　まちなか空き家再生促進助成金
自ら居住するために購入(賃借)した、な

がはま住宅再生バンクに登録された空き
屋の改修工事を行う場合
■限度額30万円(助成率10％) 
表②の要件に該当する場合は、それぞ
れの額を加算し、最大230万円助成。

表①【制度１関係】

■問
商
工
振
興
課
（
7
６
５
‐
８
７
６
６
）

街
並
み
景
観
形
成
を

応
援
し
ま
す

伝
統
的
な
建
築
様
式
の
建
物
を
保
存
・
活
用
し
、
魅

力
あ
る
街
並
み
を
形
成
す
る
事
業
に
必
要
な
経
費
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

募
集
期
間

７
月
11
日
（
金
）
〜
24
日
（
木
）

※
（

）
内:

補
助
率
、
補
助
限
度
額

美
し
い
観
光
地
づ
く
り
推
進
事
業

歴
史
・
水
辺
・
緑
・
芸
術
を
活
か
し
た
景
観
づ
く
り

(

１
／
２
、
２
０
０
万
円)

【
対
象
区
域
】
市
全
域

伝
統
的
街
並
み
景
観
形
成
事
業

①
商
業
観
光
推
進
フ
ァ
サ
ー
ド
整
備
事
業

(

１
／
２
、
１
５
０
万
円)

②
伝
統
的
町
家
フ
ァ
サ
ー
ド
整
備
事
業

(

１
／
２
、
２
０
０
万
円)

③
伝
統
的
町
家
再
生
活
用
等
整
備
事
業

(

１
／
２
、
５
０
０
万
円)

【
対
象
区
域
】
特
定
景
観
形
成

重
点
区
域

※
補
助
対
象
事
業
や
対
象
者

な
ど
、
詳
し
く
は
右
記
担

当
課
ま
で
。

加算メニュー

①住宅建築のために平成26年４月

１日以降に敷地の所有権または

借地権を新たに取得した場合

②子育て世帯の場合

③多世代同居世帯の場合

④多子世帯の場合

限度額

100万円

50万円

50万円

20万円

助成率

４％

２％

２％

１％

表②【制度２関係】

加算メニュー

①住宅建築のために平成26年４月

１日以降に敷地の所有権または

借地権を新たに取得した場合

②子育て世帯の場合

③多世代同居世帯の場合

限度額

100万円

50万円

50万円

助成率

７％

３.５％

３.５％

■問
選
挙
管
理
委
員
会
（
7
６
５-

６
５
０
３
）

７
月
13
日(

日)

は
滋
賀
県
知
事
選
挙

７
月
27
日(

日)

は
長
浜
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す

市
公
共
施
設
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

各
選
挙
の
投
票
時
間
は
７
時
〜
20
時
で
す

（
一
部
時
間
を
繰
り
上
げ
る
投
票
所
も
あ
り
ま
す
）

●
当
日
投
票
に
行
け
な
い
人
は
、
期
日
前
投
票
を

し
ま
し
ょ
う

入
場
整
理
券
の
裏
面
に
「
期
日
前
投
票
宣
誓
書
」
を
印
刷

し
て
い
ま
す
。
期
日
前
投
票
を
す
る
際
は
、
事
前
に
記
入
し

て
お
持
ち
い
た
だ
く
と
手
続
き
が
早
く
済
み
ま
す
の
で
、
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
期
日
前
投
票
は
、
下
記
会
場
の
ど
こ
で
も
投
票
し
て
い
た

だ
け
ま
す
。

●
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

身
体
に
重
度
の
し
ょ
う
が
い
が
あ
る
人
や
、
介
護
認
定
で

「
要
介
護
５
」
と
認
定
さ
れ
た
人
は
、
自
宅
で
郵
便
等
に
よ

る
不
在
者
投
票
（
代
理
記
載
制
度
も
あ
り
ま
す
）
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

事
前
に
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
た
う
え

で
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ
投
票
用
紙
を
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。

投
票
用
紙
の
請
求
に
つ
い
て
は
期
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
右
記
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
病
院
等
に
お
け
る
不
在
者
投
票

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が

指
定
し
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
等
に

入
院
・
入
所
し
て
い
る
人
は
、
当
該

施
設
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

不
在
者
投
票
を
希
望
す
る
人
は
、
各

施
設
の
職
員
に
申
し
出
く
だ
さ
い
。

左
記
施
設
の
指
定
管
理
者
と
し
て
、
平
成
27
年
４
月
か
ら
施
設
の
管
理

運
営
を
担
っ
て
い
た
だ
け
る
法
人
や
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
す
る
施
設

西
浅
井
地
区
診
療
所
（
塩
津
診
療
所
・
永
原
診
療
所
・
永
原
診
療
所
菅

浦
出
張
診
療
所
）

■
指
定
管
理
予
定
期
間

平
成
27
年
４
月
１
日
〜
平
成
32
年
３
月
31
日
（
５
年
間
）

■
募
集
要
項
の
配
付

【
期
　
間
】
６
月
16
日
（
月
）
〜
７
月
16
日
（
水
）

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
場
　
所
】
健
康
推
進
課

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）

■
申
請
書
類
の
提
出

【
期
　
間
】
７
月
11
日
（
金
）
〜
16
日
（
水
）

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
提
出
先
】
直
接
ま
た
は
郵
送
で
下
記
担
当
課
ま
で

指
定
管
理
者
制
度
と
は

民
間
の
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
を
含
め
、
法
人
や
団

体
（
個
人
は
不
可
）
で
あ
れ
ば
、
市
に
代
わ
っ
て
公

共
施
設
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
、

民
間
の
専
門
性
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
施
設
の
管
理
運
営
に

活
か
す
こ
と
に
よ
り
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
経

費
削
減
な
ど
を
図
る
も
の
で
す
。

■問
行
政
経
営
改
革
室
（
7
６
５-

６
７
０
２
）

期 日 前 投 票

滋賀県

知事選挙

市議会議員

一般選挙

会　場

本庁・北部振興局

各支所

本庁・北部振興局

各支所

時　間

８時30分～20時

８時30分～18時

８時30分～20時

期　間

６月27日(金)～７月12日(土)

７月５日(土)～７月12日(土）

７月21日(祝・月)～７月26日(土)

問合せ・提出先
健康推進課〈ながはまウェルセンター内〉
〒５２６－０８４５　小堀町32番地の３
7６５―７７７９

６月23日(月)～29(日)は「男女共同参画週間」です
“認め合い 手に手をとって みんなで参画”（男女共同参画推進標語最優秀）

■問人権施策推進課(7６５－６５６０)


